
お知らせ 

中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機

関です。 

診療日及び診療時間 

月・土 火～金 日・祝 

9:30～17:00 9:30～19:00 休み 

次の施設基準に適合している旨の届出を 

行っています。 
精神病棟入院基本料（15:1） 

看護補助加算 

療養環境加算 

診療録管理体制加算３ 

データ提出加算 

精神科地域移行実施加算 

精神科身体合併症管理加算 

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 

精神科急性期治療病棟入院料１ 

入院時食事療養／生活療養（Ⅰ） 

薬剤管理指導料 

精神科作業療法 

精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

精神科ショート・ケア「小規模なもの」 

精神科デイ・ケア「大規模なもの｣ 

精神科デイ・ケア「小規模なもの」 

精神科デイ・ナイト・ケア 

医療保護入院等診療料 

療養生活継続支援加算 

早期診療体制充実加算 



情報通信機器を用いた診療 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

入院ベースアップ評価料 

入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、

管理栄養士によって管理された食事を適時、

適温で提供しています。配膳時間は以下の通

りです。 

朝食 昼食 夕食 

8:00～ 9:00 12:00～13:00 18:00～19:00 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供
を積極的に推進していく観点から、平成 22 年
4 月 1 日より、領収書の発行の際に、個別の診
療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発
行することと致しました。 

  また、公費負担医療の受給者で医療費の自
己負担のない方についても、平成 28 年 4 月 1
日より、明細書を無料で発行することと致し
ました。 

  なお、明細書には、使用した薬剤の名称や
行われた検査の名称が記載されるものですの
で、その点、御理解いただき、ご家族の方が
代理で会計を行う場合のその代理の方への発
行も含めて、明細書の発行を希望されない方
は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 



当院では、以下の項目について、その使用量、

利用回数に応じた実費の負担をお願いしてい

ます。（すべて税込表示） 
 

保険外負担－文書料 

項目 単位 金額 

年金診断書（更新・現況届） 1 通 5,500 円 

年金診断書（新規・遡及） 1 通 8,250 円 

入院証明書 1 通 3,300 円 

自立診断書（新規） 1 通 3,300 円 

自立診断書（更新） 1 通 2,200 円 

自立・手帳診断書（新規）（兼用） 1 通 4,950 円 

自立・手帳診断書（更新）（兼用） 1 通 3,300 円 

児童扶養手当認定診断書、 

障害福祉手当認定診断書 

１通 3,300 円 

受診状況等証明書 １通 5,500 円 

主治医意見書（ハローワーク） １通 3,300 円 

医師意見書、主治医意見書（作業所） 1 通 3,300 円 

診断書（当院様式） 1 通 2,420 円 

傷病手当支給申請書 1 通 1,100 円 

成年後見診断書 1 通 5,500 円 

診療費支払証明書 1 通 1,650 円 

公安委員会提出用診断書 1 通 1,100 円 

核酸増幅検査（ＮＥＡＲ法）陰性証明 1 通 2,200 円 

その他 1 通 1,100 円 

保険外負担－日常生活上のサービスに係る費用 

項目 単位 金額 

紙おむつ 1 枚 150 円 

紙パンツ 1 枚 150 円 

デオシート（大） 1 枚 150 円 

ナプキン 1 枚 30 円 

パット 1 枚 60 円 

尿漏れパット 1 枚 60 円 

デオシート（小） 1 枚 50 円 

コンプリネット 1 足 4,400 円 

小遣い管理料 1 日 140 円 

TV リース料 1 日 200 円 



項目 単位 金額 

冷蔵庫リース料 1 日 100 円 

電話代 

※通話時間を合算して切捨て。 

「104」などの別途料金の発生するものにつ

いては実費請求となります。 

1 分 10 円 

携帯 1 分 50 円 

他科受診付添料 

※引率者 1 名につき 1 時間まで。1 時間を超

える場合は 30 分ごとに 550 円。 

 

1,100 円 

付添食 
朝 1 食 390 円 

昼夕 1 食 500 円 

コピー代 
白黒 1 枚 10 円 

カラー1 枚 20 円 

切手代  実費 

核酸増幅検査（ＮＥＡＲ法） 1 回 12,100 円 

SARS-CoV-2ラピッド抗原テスト 1 回 1,100 円 

  「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サ

ービス」や「物」については患者から費用を徴収することは認められないこ

と。また「施設管理費」「雑費」等曖昧な名目での費用徴収は、認められてい

ないこと。 

 その他個別ケースに関してはその都度、説明させて頂くことがあります。 

保険外負担－選定療養 

項目 単位 金額 

デイケア週 6 日目（1 年超） 1 日 500 円 

予約診療料 1 日 2,000 円 

当院の特別の療養環境室は、以下のとおりです。 

病棟・病室番号 病床数 料金 

リカバリ病棟 A222 号室 個室(1 床) 4,950 円 

リカバリ病棟 A223 号室 個室(1 床) 5,500 円 
 

小郡まきはら病院 

院長 牧原 紀彦 

令和７年 5 月 1 日 
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患者さんへのお願い 

 

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品

の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続

いています。 
 

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬

品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名

処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う

場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が

不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供し

やすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院

職員までご相談ください。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載する

ことです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同

じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなり

ます。 

 
 

令和 5年４月 

医療機関名： 小郡まきはら病院                    



jimucho
タイプライターテキスト
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。



患者様へ 

当院では、早期診療体制充実加算を算定する患者様に対して 

診療と共に以下の対応を行っております。 

 

○ 患者様の相談内容に応じたケースマネジメント 

○ 障害福祉サービス等の利用に係る相談 

○ 介護保険に係る相談 

○ 当院に通院する患者様について、相談支援専門員（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運

営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28 号）第３

条第１項に規定）及び介護支援専門員（介護保険法第７

条第５項に規定）からの相談・対応 

○  市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等と

の連携 

○ 精神科病院等に入院していた患者様の退院後支援 

○ 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携 

○ 健康相談・予防接種に係る相談 

○ 可能な限りの向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処

方の抑制 

小郡まきはら病院 



当院では情報通信機器を用いた診療（オンラインでの診療）

の初診の患者様（初めての診察や長らく間隔が空いた方）に

対して向精神薬の処方はいたしません。 


